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　 第 十 九 条 の 見 出 し を 「 （ 災 害 派 遣 手 当 等 の 支 給 ） 」 に 改 め 、 同 条 中 「 及 び 武 力 攻 撃 災 害 等 派 遣 手 当 」 を 「 、 武 力 攻 撃

災 害 等 派 遣 手 当 及 び 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 緊 急 事 態 派 遣 手 当 」 に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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